
 
 ７万円

まんえん
をもらうために、この「確 認 書

かくにんしょ
の書

か
き方

かた
」を読

よ
んで、必要

ひつよう
な手続

て つ づ
きをしてください。 

 確 認 書
かくにんしょ

のそれぞれの場所
ばしょ

の書
か

き方
かた

は、次
つぎ

のページ
ぺ ー じ

から説 明
せつめい

しています。 
※口座

こ う ざ
が確認書

かくにんしょ
の左 側

ひだりがわ
(お知

し
らせの下側

したがわ
)に書

か
かれていて、その口座

こ う ざ
でお金

かね
を受

う
け取

と
る人は、手続

て つ づ
きはおわりです。確認書

かくにんしょ
を送

おく
る必要

ひつよう
はあり

ません。 
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が書
か

いてあるところ 

世帯
せたい

主
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本 人
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か
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しょるい

のコピー
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は
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ば し ょ
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③受 取
うけとり

方 法
ほうほう

 

 

お金
かね
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●(1)から(5)を読
よ

んで、内容
ないよう

を確認
かくにん

してください。 

(1) 私
わたし

の世帯
せたい

は、 住 民 税
じゅうみんぜい

を払って
は ら っ て

いる人
ひと

の扶養
ふよう

（※1）に入って
は い っ て

いる人
ひと

だけの世帯
せたい

ではありません。 

(2) 私
わたし

の世帯
せ た い

の中に、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

住民 税
じゅうみんぜい

を支払
し は ら

う必要
ひつよう

がある所得
しょとく

＜＝税金
ぜいきん

を引
ひ

いた金額
きんがく

＞があるのに手続
て つ づ

きしていない人
ひと

や、申告
しんこく

をした税金
ぜいきん

の

金額
きんがく

を正
ただ

しい額
がく

に直
なお

す手続
て つ づ

きなどをして、令和
れ い わ

５年度
ね ん ど

住民 税
じゅうみんぜい

を支払
し は ら

うことになった人
ひと

はいません。 

(3) 私
わたし

の世帯
せたい

は、2023年
ねん

12月
がつ

以降
い こ う

に、「物価
ぶ っ か

高騰
こうとう

給付
きゅうふ

金
きん

（bukka koutou kyuuhukin）」のお金
かね

をもらったことはありません。 

(４) 私
わたし

の世帯
せたい

は、租税
そ ぜ い

条 約
じょうやく

（※2）により住民 税
じゅうみんぜい

を払
はら

っていない世帯
せたい

ではありません。 

(５) 私
わたし

は、確 認 書
かくにんしょ

に間
ま

違
ちが

いがあり、豊田市
と よ た し

から連 絡
れんらく

があったときに、決
き

まった日
ひ

までに返事
へんじ

をしないときは、お金
かね

がもらえないことに同意
どうい

しま

す。 

(６) 私
わたし

は、豊田市
と よ た し

からお金
かね

をもらった後
あと

に、確 認 書
かくにんしょ

に嘘
うそ

が書
か

いてあることや、お金
かね

をもらう人
ひと

ではないことが分
わ

かったときは、お金
かね

を返
かえ

しま

す。 

※1 扶養
ふ よ う

＝自分
じ ぶ ん

一人
ひ と り

の 力
ちから

で生活
せいかつ

することが 難
むずか

しいため、家族
か ぞ く

や親
しん

せきが生活
せいかつ

の世話
せ わ

をしたり、助
たす

けたりすること。 

※2 租税
そ ぜ い

条 約
じょうやく

は、日本
に ほ ん

国
こく

と相手
あ い て

国
こく

との 間
あいだ

で結
むす

ぶ条 約
じょうやく

です。届出
とどけで

により租税
そ ぜ い

条 約
じょうやく

の適用
てきよう

を受
う

けている場合
ば あ い

はお金
かね

をもらえません。 

 
お金

かね
をもらわないときは、【

（
私

わたし
の世帯

せたい
は給 付

きゅうふ
金
きん

を 受 給
じゅきゅう

し

ません】の横
よこ

に〇
まる

をつけてください。 
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●「確 認
かくにん

日
び

」には、この確 認 書
かくにんしょ

を読
よ

んだ日
ひ

にちを書
か

いてください。 
●「電話番号

でんわばんごう
」には、あなたに連 絡

れんらく
できる電話番号

でんわばんごう
を書

か
いてください。 

●「署 名
しょめい

」には、世帯
せたい

主
ぬし

の名前
なまえ

を書
か

いてください。印 鑑
いんかん

を押
お

しても良
よ

いです。 
●「氏名

しめい
」、「生 年

せいねん
月日
がっぴ

」、「R5.12.1時点
じ て ん

住 所
じゅうしょ

」は、書
か

いていることが正
ただ

しいかを確認
かくにん

してください。 
 間

ま
違
ちが

っているときは、書
か

きなおしてください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●確 認 書
かくにんしょ

の 左 側
ひだりがわ

（お知
し

らせの下 側
したがわ

）に書
か

いてある「金 融
きんゆう

機関名
きかんめい

」＜＝銀 行
ぎんこう

の名前
なまえ

＞、「口座名
こうざめい

義人
ぎにん

」＜＝その口座
こうざ

を持
も

っている人
ひと

の
名前
なまえ

＞、口座
こうざ

番 号
ばんごう

を確 認
かくにん

してください。書
か

いてある口座
こうざ

でお金
かね

をもらう人
ひと

は、手
て

続
つづ

きは終
お

わりです。確認書
かくにんしょ

は送
おく

らないでください。 
●確 認 書

かくにんしょ
の 左 側

ひだりがわ
（お知

し
らせの下 側

したがわ
）に書

か
いてある金 融

きんゆう
機関名
きかんめい

や口座
こうざ

番 号
ばんごう

が無
な

い人
ひと

や、違
ちが

う口座
こ う ざ

でお金
かね

をもらう人
ひと

は、B にチェック
ち ぇ っ く

（レ）してください。 
●B にチェック

ち ぇ っ く
した人

ひと
は、下

した
の(1)から(3)のことをしてください。 

(1)お金
かね

をもらう口座
こうざ

について、「口座
こうざ

名義
めいぎ

」、「金 融
きんゆう

機関
きかん

」、「支店名
してんめい

」、「口座
こうざ

番 号
ばんごう

」を書
か

いてください。 

(2)確 認 書
かくにんしょ

の裏 面
うらめん

にある「本 人
ほんにん

確 認
かくにん

書 類
しょるい

」に、世帯
せたい

主
ぬし

が本 人
ほんにん

であることを確 認
かくにん

する書 類
しょるい

のコピー
こ ぴ ー

を貼
は

ってください。（マイナンバー
ま い な ん ば ー

カード
か ー ど

、運 転
うんてん

免 許 証
めんきょしょう

、 在 留
ざいりゅう

カード
か ー ど

のどれか１つ） 
(3)確 認 書

かくにんしょ
の裏 面

うらめん
にある受取

うけとり
金 融
きんゆう

機関
きかん

口座
こうざ

確 認
かくにん

書 類
しょるい

」に(1)で書
か

いた口座
こ う ざ

の 通 帳
つうちょう

のコピー
こ ぴ ー

、またはキャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

のコピー
こ ぴ ー

を貼
は

っ

てください。 通 帳
つうちょう

やキャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

をコピー
こ ぴ ー

する場所
ばしょ

は、裏 面
うらめん

の絵
え

を見
み

てください。 
・口座

こうざ
は、世帯

せたい
主
ぬし

の口座
こうざ

を書
か

いてください。代
か

わりの人
ひと

がお金
かね

をもらう時
とき

は、代
か

わりの人
ひと

の口座
こうざ

を書
か

いてください。 
●口座

こうざ
を持

も
っていない人

ひと
は、0565-34-6017 に電話

でんわ
してください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●世帯
せたい

主
ぬし

ではない人
ひと

がこの書 類
しょるい

を書
か

く時
とき

は、ここに代
か

わりの人
ひと

のことを書
か

いてください。 
・「代理人

だいりにん
氏名
しめい

」には、代
か

わりの人
ひと

の名前
なまえ

とフリガナ
ふ り が な

を書
か

いてください。 
・「代理人

だいりにん
生 年
せいねん

月日
がっぴ

」には、代
か

わりの人
ひと

の生 年
せいねん

月日
がっぴ

を書
か

いてください。 

・「代理人
だいりにん

住 所
じゅうしょ

」には、代
か

わりの人
ひと

の 住 所
じゅうしょ

を書
か

いてください。 
・「電話番号

でんわばんごう
」には、代

か
わりの人

ひと
に連 絡

れんらく
できる電話番号

でんわばんごう
を書

か
いてください。 

・「世帯
せたい

主
ぬし

氏名
しめい

」には、世帯
せたい

主
ぬし

の名前
なまえ

を書
か

いてください。代
か

わりの人
ひと

が世帯
せたい

主
ぬし

の名前
なまえ

を書
か

いて、世帯
せたい

主
ぬし

が印 鑑
いんかん

を押
お

しても良
よ

いです。 

・代
か

わりの人
ひと

がこの確 認 書
かくにんしょ

を書
か

いて、世帯
せたい

主
ぬし

がお金
かね

をもらうときは、「確 認
かくにん

・ 請 求
せいきゅう

」に○
まる

をつけてください。 
・代

か
わりの人

ひと
がこの確 認 書

かくにんしょ
を書

か
いて、代

か
わりの人

ひと
がお金

かね
をもらうときは、「確 認

かくにん
・ 請 求

せいきゅう
」と「 受 給

じゅきゅう
」の 両 方

りょうほう
に○

まる
をつけてく

ださい。 

・世帯
せたい

主
ぬし

と代
か

わりの人
ひと

の関 係
かんけい

について、①同
おな

じ世帯
せ た い

、②法 定
ほうてい

代理人
だいりにん

、③その他
た

のどれかに○
まる

をつけてください。③その他
た

に○
まる

を
つけた人

ひと
は、どのような関 係

かんけい
かを書

か
いてください。 

●「本 人
ほんにん

確 認
かくにん

書 類
しょるい

」に世帯
せたい

主
ぬし

本 人
ほんにん

を確 認
かくにん

する書 類
しょるい

のコピー
こ ぴ ー

と代
か

わりの人
ひと

を確 認
かくにん

する書 類
しょるい

のコピー
こ ぴ ー

の 両 方
りょうほう

を貼
は

ってください。 

●世帯
せたい

主
ぬし

と代
か

わりの人
ひと

が同
おな

じ世帯
せたい

にいないときは、世帯
せたい

主
ぬし

と代
か

わりの人
ひと

の関 係
かんけい

がわかる書 類
しょるい

のコピー
こ ぴ ー

を貼
は

ってください。 
●代

か
わりの人

ひと
がお金

かね
をもらう場合

ばあい
は、代

か
わりの人

ひと
名義
めいぎ

の口座
こうざ

の 通 帳
つうちょう

のコピー
こ ぴ ー

、またはキャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

のコピー
こ ぴ ー

を貼
は

ってくださ
い。 
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運 転
うんてん

免 許 証
めんきょしょう

、マイナンバーカード
ま い な ん ば ー か ー ど

、在 留
ざいりゅう

カード
か ー ど

のどれ

か１つのコピー
こ ぴ ー

を貼
は

ってください。 
マイナンバーカード
ま い な ん ば ー か ー ど

は顔
かお

写 真
じゃしん

のある面
めん

だけを貼
は

ってくだ
さい。 

口座
こうざ

は、お 金
かね

をもらう 人
ひと

名義
めいぎ

の 通 帳
つうちょう

の
コピー
こ ぴ ー

またはキャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

のコピー
こ ぴ ー

を

貼
は

ってください。 
コピー
こ ぴ ー

するところは、 左
ひだり

の絵
え

を見
み

てくださ
い。 

ゆ う ち ょ 銀行
ぎんこう

の
コピー
こ ぴ ー

するところ 

キャッシュカード
き ゃ っ し ゅ か ー ど

のコピー
こ ぴ ー

するとこ
ろ 

ゆうちょ銀行
ぎんこう

以外
い が い

の 通 帳
つうちょう

のコピー
こ ぴ ー

するところ 


